
聖

籠

町

告

示

第

五

十

二

号

 

聖

籠

町

集

会

用

施

設

建

設

経

費

補

助

金

交

付

要

綱

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。
 

平

成

二

十

三

年

六

月

十

三

日

 
 

 
 

 

聖

籠

町

長

 
 

 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 
 

 

聖

籠

町

集

会

用

施

設

建

設

経

費

補

助

金

交

付

要

綱

 

 

聖

籠

町

集

会

用

施

設

建

設

経

費

補

助

金

交

付

要

綱

（

昭

和

五

十

四

年

聖

籠

町

訓

令

第

一

号

）

の

全

部

を

改

正

す

る

。

 

（

趣

旨

）

 

第

一

条

 

こ

の

告

示

は

、

地

域

住

民

の

地

域

社

会

活

動

を

促

進

す

る

た

め

、
集

会

用

施

設
（

以

下
「

施

設

」
と

い

う

。
）

を

建

築
（

当

該

施

設

を

建

築

す

る

た

め

に

土

地

を

取

得

す

る

場

合

を

含

む

。
）
又

は

改

修

す

る

集

落

に

経

費

の

一

部

を

補

助

す

る

こ

と

に

つ

い

て

、

聖

籠

町

補

助

金

等

交

付

規

則
（

昭

和

五

十

四

年

聖

籠

町

規

則

第

四

号

。

以

下
「

規

則

」
と

い

う

。
）
に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、
必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

定

義

）

 

第

二

条

 

こ

の

告

示

に

お

い

て

、

次

に

掲

げ

る

用

語

の

定

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

新

築

 

新

し

く

施

設

を

建

築

す

る

こ

と

。

 

二

 

改

築

 

施

設

の

全

部

ま

た

は

一

部

を

除

去

し

、

引

き

続

き

従

 

前

と

同

じ

構

造

及

び

規

模

等

著

し

く

異

に

し

な

い

で

建

て

替

え

る

こ

と

。

 

三

 

増

築

 

施

設

の

床

面

積

を

増

加

さ

せ

る

こ

と

。

 

四

 

改

修

 

施

設

（

施

設

が

存

す

る

土

地

又

は

こ

れ

に

附

属

す

る

工

作

物

を

含

む

。
）
の

損

傷

部

分

等

に

工

作

を

加

え

、
そ

の

性

能

及

び

機

能

を

実

用

上

支

障

の

な

い

状

態

ま

で

に

回

復

さ

せ

る

こ

と

又

は

初

期

の

水

準

以

上

に

改

善

す

る

こ

と

。

 

 



（

交

付

対

象

者

）

 
第

三

条

 

交

付

対

象

者

は

、

第

四

条

に

定

め

る

交

付

対

象

と

な

る

事

業

を

実

施

し

う

る

能

力

を

有

し

、

か

つ

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

認

め

ら

れ

る

集

落

の

区

長

と

す

る

。

 

一

 

集

落

内

に

お

い

て

当

該

地

域

住

民

が

一

般

的

に

利

用

で

き

る

施

設

が

現

存

し

な

い

こ

と

。

 

二

 

集

落

内

に

お

い

て

施

設

は

現

存

す

る

が

、

著

し

く

狭

隘

又

は

老

朽

化

等

し

て

い

る

た

め

、

施

設

の

機

能

を

充

分

に

発

揮

で

き

な

い

結

果

、

当

該

集

落

住

民

の

地

域

社

会

活

動

に

支

障

を

き

た

し

て

い

る

こ

と

。

 

（

交

付

対

象

及

び

交

付

額

）

 

第

四

条

 

補

助

金

の

交

付

対

象

と

な

る

事

業

は

、

予

算

の

範

囲

内

で

別

表

に

定

め

る

区

分

ご

と

に

算

出

し

た

額

を

限

度

と

す

る

。

た

だ

し

、

町

長

が

特

に

認

め

る

場

合

は

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

２

 

前

項

の

規

定

に

よ

り

算

出

し

た

補

助

金

の

ほ

か

、

一

世

帯

当

た

り

経

費

負

担

額

が

十

万

円

以

上

と

な

る

場

合

は

、

十

万

円

を

超

え

る

部

分

に

つ

い

て

一

件

に

つ

き

二

百

万

円

を

限

度

と

し

て

特

別

加

算

補

助

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

３

 

新

築

等

に

よ

り

施

設

用

地

の

確

保

が

必

要

と

な

っ

た

場

合

は

、

必

要

性

等

総

合

的

に

判

断

し

て

町

長

が

認

め

た

場

合

、

施

設

の

建

築

延

べ

面

積

の

五

倍

を

限

度

と

し

て

町

長

が

購

入

し

、

集

落

の

区

長

に

対

し

無

償

で

貸

し

付

け

る

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

用

地

が

施

設

の

建

築

に

あ

た

り

造

成

を

必

要

と

す

る

と

き

は

、

町

長

が

行

う

。

 

４

 

前

三

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

同

一

の

交

付

対

象

事

業

に

対

し

、

こ

の

告

示

に

よ

ら

な

い

国

、

県

、

町

、

そ

の

他

の

団

体

か

ら

 

の

補

助

金

等

の

交

付

が

あ

る

場

合

で

あ

っ

て

、

当

該

補

助

金

等

の

額

と

こ

の

告

示

に

よ

る

補

助

金

の

額

の

総

額

が

総

工

事

費

を

上

回

る

場

合

は

、

当

該

上

回

る

額

の

こ

の

告

示

に

よ

る

補

助

金

を

減

額



す

る

。

 

（

事

業

の

事

前

協

議

）

 
第

五

条
 

前

条

に

定

め

る

交

付

対

象

事

業

を

申

請

し

よ

う

と

す

る

者

（

以

下
「

申

請

者

」
と

い

う

。
）
は

、
緊

急

を

要

す

る

場

合

等

を

除

き

、

原

則

と

し

て

事

業

実

施

予

定

の

前

年

度

十

月

末

ま

で

に

聖

籠

町

集

会

用

施

設

建

設

経

費

補

助

金

事

業

事

前

協

議

書

（

別

記

様

式

第

一

号

）

を

町

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

町

長

は

、

前

項

の

書

類

を

審

査

し

、

総

合

的

に

判

断

し

て

認

め

た

場

合

、

必

要

な

予

算

措

置

を

す

る

も

の

と

す

る

。

 

３

 

町

長

は

、

事

業

実

施

予

定

年

度

に

お

い

て

申

請

者

に

対

し

て

速

や

か

に

審

査

の

結

果

を

内

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

交

付

申

請

）

 

第

六

条

 

補

助

金

交

付

申

請

に

あ

た

っ

て

は

、

規

則

第

三

条

の

規

定

に

よ

る

ほ

か

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

も

の

を

必

要

書

類

と

し

て

添

付

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

見

積

書

（

設

計

書

）

の

写

し

 

二

 

カ

タ

ロ

グ

 

三

 

図

面

 

四

 

現

況

写

真

 

五

 

そ

の

他

参

考

と

な

る

資

料

 

（

交

付

の

条

件

）

 

第

七

条

 

こ

の

補

助

金

は

規

則

第

五

条

の

規

定

に

よ

る

ほ

か

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

条

件

と

し

て

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

補

助

事

業

が

予

定

の

期

間

内

に

完

了

し

な

い

場

合

、

又

は

事

業

の

遂

行

が

困

難

と

な

っ

た

場

合

に

は

速

や

か

に

町

長

に

報

告

し

て

そ

の

指

示

を

受

け

る

こ

と

。

 

二

 

補

助

事

業

を

行

う

た

め

締

結

す

る

契

約

は

、

競

争

原

理

を

導

入

す

る

な

ど

適

正

な

方

法

で

行

う

こ

と

。

 

三

 

補

助

事

業

に

か

か

る

収

入

及

び

支

出

を

明

ら

か

に

し

た

帳

簿



を

備

え

、

当

該

帳

簿

及

び

証

拠

書

類

を

事

業

終

了

年

度

の

翌

年

度

か

ら

起

算

し

三

年

間

保

管

す

る

こ

と

。

 
（

変

更

の

承

認

申

請

）

 

第

八

条

 
補

助

金

の

交

付

決

定

を

受

け

た

後

に

お

い

て

、

規

則

第

五

条

第

一

号

又

は

第

二

号

の

規

定

に

よ

り

町

長

の

承

認

を

受

け

よ

う

と

す

る

場

合

に

は

、

事

業

計

画

変

更

承

認

申

請

書

（

別

記

様

式

第

二

号

）

を

町

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

補

助

対

象

事

業

費

の

減

額

又

は

軽

微

な

事

業

内

容

の

変

更

の

場

合

で

、

町

長

が

特

に

認

め

た

と

き

は

こ

れ

を

省

略

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２

 

町

長

は

、

前

項

の

申

請

を

承

認

し

、

補

助

金

額

を

変

更

し

た

と

き

は

、

集

会

用

施

設

建

設

経

費

補

助

事

業

変

更

交

付

決

定

通

知

書

（

別

記

様

式

第

三

号

）

に

よ

り

通

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

実

績

報

告

）

 

第

九

条

 

規

則

第

九

条

第

二

項

に

規

定

す

る

関

係

書

類

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

契

約

関

係

書

類

の

写

し
（

契

約

額

三

十

万

円

未

満

は

省

略

可

） 

二

 

検

査

調

書

（

別

記

様

式

第

四

号

）

 

三

 

工

事

写

真

（

着

手

前

・

竣

工

後

・

工

事

中

）

 

四

 

領

収

証

の

写

し

（

未

支

払

の

場

合

は

請

求

書

の

写

し

）

 

五

 

そ

の

他

参

考

と

な

る

資

料

 

（

そ

の

他

）

 

第

十

条

 

こ

の

告

示

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

必

要

な

事

項

は

町

長

が

別

に

定

め

る

。

 

附

 

則

 

こ

の

告

示

は

、

告

示

の

日

か

ら

施

行

し

、

平

成

二

十

三

年

四

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。

 

   



                             別記様式第１号(第５条関係) 

 

  年  月  日 

 

  聖籠町長      様 

 

 

集落名 

区長名         ㊞ 

住所            

 

 

聖籠町集会用施設建設経費補助金事業事前協議書 

 

   年度において集会用施設建設経費の補助金の交付をうけたいので、聖籠町集会用施

設建設経費補助金交付要綱第５条の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり事前協

議いたします。 

 

記 

 

１ 事業の名称  

 

２ 事業の目的及び内容 目的  

 

内容  

 

３ 添付書類 (1) 見積書（設計書）の写し 

(2) 図面 

(3) カタログ 

(4) 現況写真 

(5) その他事業内容の確認できる資料 

 

別表（第４条関係） 

区分別補助基準及び補助金額等一覧 

区 分 基   準 補助金の限度額 

１  建築物の新築・

改築・増築 

 

 

(1) 15 年以上の長期の使用に耐え

得るものであること。 

 

(2) 新築又は全面改築の場合は、以

下の条件を満たすこと。 

イ 施設には、集会用広間のほ

か、便所並びに給水施設が具備

されていること。 

ロ 施設の延建築面積が 66 ㎡以

上であること。 

 

(3) 設備は、冷暖房設備、給湯設備、

電気設備等で設備工事を伴うもの

であること。 

基準額（α×Ｐ×総世帯

数）の１/2 

ただし、総工事費（用地

取得費を含まない。）がこの

基準額に満たない場合は、

総工事費の１/2 

ただし、バリアフリー化の

ためのスロープ、手すり等

の外構工事にかかる工事費

は 3/4 

α：１世帯あたり床面積 

（㎡） 

集落世帯数 α 

26以上 5.0 

21～25 5.5 

16～20 6.0 

11～15 6.3 

10以下 6.6 

 

Ｐ：町の 1㎡当り標準建築

価格  144,000円 

２  建築物・工作

物・土地の改修 

原則として主たる建物の新築から 15

年以上経過していること。ただし、天

災等の特別な事情がある場合はその限

りではない。 

総工事費の 3/4 

３   設備の新設・取   

   替 

冷暖房設備、給湯設備、電気設備等

で設備工事を伴うものであること。 

主たる建物の新

築から 9年以内 

総工事費

の 1/2 

主たる建物の新

築から 10 年以

上 

総工事費

の 3/4 

４  設計監理の委託 建築工事費の 5%以内  設計監理委託料の 1/2 

補助対象とならない経費例 

・備品（テレビ、扇風機、ストーブ、冷蔵庫、家具、机 等） 

・消耗品（事務用品、座布団 等） 

・障子の張り替え 

・その他、工事を要しないで設置することが可能なもの 

 



                             別記様式第２号（第８条関係） 

第   号 

年 月 日 

 

 様 

 

集落名          

区長名         ㊞ 

住所            

 

聖籠町集会用施設建設経費補助事業変更承認申請書 

 

年  月  日付聖籠町指令第  号で決定を受けた集会用施設建設事業を次

のとおり変更したいので聖籠町建設経費補助金交付要綱第８条の規定に基づき、下記のと

おり申請します。 

記 

１ 事 業 名  

２ 変更の理由 

及び概要 

 

３ 変更内容 項 目 変更後 変更前 

事 業 名 称   

種目及び内容  
 

 

  

上記の事業費  円 円 

着手予定年月日   

完了予定年月日   

４ 変更後の 

総事業費 
円 

５ 添付資料 (1) 事業計画書及び収支予算書 

(2) 変更後の見積書（設計書）の写し 

(3) 変更後の図面 

(4) カタログ 

(5) 変更箇所の写真 

(6) その他変更内容の確認できる資料 
（注）添付資料(1)において、変更に係る部分について、上段に変更前金額を()書きで、下段に

変更後金額を記載するなど、その内容が対比できるように作成する。 

別記様式第３号（第８条関係） 

聖籠町指令第   号 

年 月 日 

 

 様 

 

聖籠町長         

 

聖籠町集会用施設建設経費補助金変更交付決定通知書 

 

年  月  日付で変更承認申請のあったこの件について、聖籠町集会用施設建

設経費補助金交付要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり交付決定の内容を変更したの

で通知します。 

記 

 

項   目 変 更 後 変 更 前 

１ 事 業 の 名 称   

２ 補助金等交付決定額    円 円 

３ その他（特記事項） 

 
  

 



  

                別記様式第４号 （第９条関係) 

聖籠町集会用施設建設経費補助事業 

検 査 調 書 

区長押印欄 役員押印欄 

  

 

事 業 名    

工事等名   

受託者名   請 負 金 額               円 

工  期 
      年  月  日 

～ 
      年  月  日 

完了年月日   年  月  日 

検査年月日   年  月  日 

監 督 員  
（集落側） 

  
検査立会者 

集 落 側   

受託者側  

検査結果 合格  不合格  その他（              ） 

  検査の結果、上記のとおり確認しました。 
 
                   年  月  日 
 

検査員(集落) 氏名            ㊞ 

 


